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議案第６３号 

羽生市消防事務手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 羽生市消防事務手数料徴収条例（平成１２年条例第８号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条第１号、第２号及び第６号中「若しくは」を「又は」に改め、

同条第９号中「水張」を「水張検査」に改める。 

第３条第１項中「、検査手数料」を「又は検査手数料」に改め、同

条第２項中「又は」を「、又は」に、「既納の」を「、既納の」に、

「還付しない」を「、還付しない」に改める。 

第４条中「、その他徴収」を「その他徴収に関すること」に、「羽

生市事務手数料徴収条例（平成１２年条例第７号）」を「羽生市事務

手数料徴収条例（平成１３年条例第３４号）」に改める。 

第５条中「）以下」を「。）以下」に改める。 

第６条中「市長」を「、市長」に改める。 

別表（１）の項中「消防法」を「消防法（昭和２３年法律第１８６ 

「  

号）」に改め、同表（２）の項中                を  

」  

「  

に、「及び第１５条第３項の」を「及 

」  

び危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）第１５条

第３項に規定する」に、「又は第１５条第３項の」を「又は危険物の

規制に関する政令第１５条第３項に規定する」に改め、同表（７）の

項 中 「 火 薬 類 取 締 法 」 を 「 火 薬 類 取 締 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ９

号）」に改め、同表（９）の項中「羽生市火災予防条例」を「羽生市

１，５８０，０００円  

１，９４０，０００円  

２，２６０，０００円  

１，５９０，０００円  

１，９５０，０００円  

２，２７０，０００円  
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火災予防条例（昭和３６年条例第２２号）」に改める。 

附 則  

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

令和元年９月３日提出 

埼玉県羽生市長 河 田  晃  明     


